
〇柳井地域広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程 

平成１９年３月１２日 

管理規程第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、柳井地域広域水道企業団（以下「企業団」という。）が柳井市、周防

大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町並びに岩国市水道局から委託を受けて行う

水質検査等（以下「水質検査等」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（受託項目及び水質検査手数料等） 

第２条 水質検査等の項目及び水質検査手数料は、次の各号に掲げるとおりとし、水質検査

等を委託しようとする者（以下「委託者」という。）が負担する費用は、別表第１又は別

表第２に定める分類又は検査方法の区分に応じた手数料とこれに係る採水費の合計額に消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づ

く消費税及び地方消費税額の合計額（以下「消費税等相当額」という。）を加算した額と

する。ただし、消費税等相当額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

（１）年間を通して水質検査等を受託するものについては、分類別手数料表（別表第１）に

掲げるとおりとする。 

（２）臨時の水質検査等については、検査方法別手数料表（別表第２）に掲げるとおりとす

る。 

２ 水質検査等のため企業団職員が出張する場合は、これに要する旅費は、委託者の負担と

し、その額は、柳井地域広域水道企業団旅費条例（昭和５７年柳井地域広域水道企業団条

例第２号）に定めるところによる。 

（水質検査等の申込み） 

第３条 委託者は、水質検査等を委託しようとするときは、年間水質検査等委託申込書（様

式第１号）又は臨時水質検査等委託申込書（様式第２号）に必要な事項を記入して申し込

まなければならない。 

２ 企業長は、水質検査等の受託により企業団の業務に支障をきたす恐れがあると認めたと

きは、前項に規定する申込みを断ることができる。 

（水質検査等の実施） 

第４条 企業長は、企業団理化学試験室において水質検査等を実施するものとする。 

（水質検査等の結果の通知） 

第５条 企業長は、水質検査等を実施したときは、速やかに結果を文書により委託者に報告

するものとする。 

（水質検査手数料等の徴収） 

第６条 企業長は、水質検査等の全ての業務完了後、第２条に規定する手数料、採水費及び

旅費に係る納入通知書を委託者に送付するものとする。 

２ 委託者は、前項に規定する納入通知書の送付を受けたときは、当該納入通知書を受理し

た日から３０日以内に、企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。 

３ 企業長は、前２項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。 



（委任） 

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

（柳井地域広域水道企業団会計規程の一部改正） 

２ 柳井地域広域水道企業団会計規程（平成１２年柳井地域広域水道企業団会計規程第１

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２０年４月１日管理規程第２号） 

  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１８日管理規程第１号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２６日管理規程第１号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１日管理規程第４号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日管理規程第１号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２４日管理規程第３号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日管理規程第２号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日管理規程第１号） 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月１９日管理規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規定は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の

間、これを使用することができる。 

附 則（令和７年３月３１日管理規程第３０号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


